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      基本理念 
        一・安全で親切な医療を提供します。      
       一・高度で良質な医療を実践します。 
       一・患者さんの意思と権利を尊重します。 
 
      看護部理念 
        一・親切・思いやり・優しさをもって看護します。 
       一・安全で良質な看護を提供します。 
       一・患者さんのニーズ・権利を尊重した看護を提供します。 



 
 
＊ 健診センターは、一般の健康診断（健診）を主な業務としています。 
・ 予約の必要な健康診断としては、乳がん検診、子宮がん検診、 
被爆者健診、公害健診、人間ドック、インフルエンザの予防注射 
等です。人間ドックの予約枠が少ないため、大変ご迷惑をおかけ 
しています。 

・ 予約が必要でない健診として、市民健診、雇入れ時、海外派遣 
時、企業定期健診などの一般健診や一部特殊健診及び、受験・留 
学時などの健診も行なっています。検査項目によっては当日に診 
断書をお渡し出来ない場合があります。 

 
＊ 4月からは新制度として、特定健診・特定保健指導と言われる 
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診に 
なります。異なる点は、腹囲測定、一部検査項目の変更と生活習 
慣の改善指導です。 
・ その背景としては、今までの健診は、結果を報告・説明するだ 
けのことが多く、指導が十分でなかったこと。また、近年は生活 
習慣、健康状態の悪化している現状が見られることなどです。 

・ 内臓脂肪蓄積肥満のもとでこれら生活習慣病を発症することから、メタボリック

シンドロームの予防・治療することで生活習慣病を減らす事が出来ます。 
従って、メタボリックシンドロームの該当する人、及び予備群の人を対象として、

生活習慣の改善を積極的に指導することになります。 
・ 特定保健指導には、程度によって動機付け支援と積極的支援の 2つがあり､６ヶ月 
後にその結果を評価することになっています。4月までに詳しい内容は明らかとなる
予定です。 

  ・ 平成 2７年に糖尿病などの生活習慣病を 2５％減少させる事を図っています。 
・ 目標は、生活習慣病によって発症する心筋梗塞、脳血管障害、腎不全などを減少

させて、10年、20年後の健康寿命の延長と生活の質の向上です。 

健診センター部長 
山本 俊明 


